
　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
に

は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除・

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
7
月
か

ら
令
和
5
年
度（
7
月
分
〜
令
和
6
年
6

月
分
）の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申
請
時
点
の
2
年
1
カ
月
前
の
月
分
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。

　
未
納
の
ま
ま
申
請
が
遅
れ
る
と
障
害
年

金
が
受
け
取
れ
な
い
な
ど
の
不
利
益
が
生

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、速
や
か
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
な
も
の　

年
金
手
帳（
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
）に
加
え
て
次
の
も
の
が

必
要
で
す（
郵
送
で
提
出
す
る
場
合
は
、

各
書
類
コ
ピ
ー
可
）。

　
・
失
業
し
た
方
：
雇
用
保
険
被
保
険
者

離
職
票
な
ど

　
・
倒
産
し
た
方
：
廃
業
届（
受
付
印
の

あ
る
も
の
）な
ど

　
・
個
人
番
号
に
よ
る
申
請
を
す
る
方
：

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
も

の
、運
転
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真
付

き
で
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

▼
申
請
方
法

　

市
役
所
3
階
市
民
課
、吉
川
支
所
市

民
生
活
課
、ま
た
は
、日
本
年
金
機
構

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、必
要
書
類
を
添
付

の
上
、郵
送
ま
た
は
窓
口
に
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
継
続
申
請
し
て
い
る
場
合

　
令
和
4
年
度
の
全
額
免
除
ま
た
は
納

付
猶
予
を
認
め
ら
れ
た
方
が
、令
和
5

年
度
以
降
も
継
続
を
希
望
し
て
い
た
場

合
は
、申
請
は
不
要
で
す
。

9
月
末
ま
で
に
明
石
年
金
事
務
所
か

ら
、該
当
す
る
方
に
は「
期
間
延
長
承

認
通
知
書
」、該
当
し
な
い
方
に
は「
期

間
延
長
不
該
当
通
知
書
」が
送
付
さ
れ
、

後
日
、「
納
付
書
」も
送
付
さ
れ
ま
す
。

な
お
、該
当
し
な
い
方
で
も
一
部
免
除

を
希
望
す
る
場
合
は
、改
め
て
申
請
を

し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
日
本
年
金

機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問・申
請   ・明
石
年
金
事
務
所

☎
0
7
8
‐
9
1
2
‐
4
9
8
3

・（市）
市
民
課
年
金
係

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

国民
年金

▲ ホームページ
　はこちら

▲ ホームページ
　はこちら

　

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
利
用
し
て
、国
民

年
金
第
1
号
被
保
険
者
の
資
格
取
得
・
種

別
変
更
、保
険
料
免
除
・
納
付
猶
予
申
請
、

学
生
納
付
特
例
が
電
子
申
請
で
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
申
請
に
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
利
用

登
録
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、日
本
年

金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問・申
請

・ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0
‐
0
0
3
‐
0
0
4

（
0
5
0
か
ら
始
ま
る
電
話
か
ら
か
け
る
場

合
☎
0
3
‐
6
6
3
0
‐
2
5
2
5
）

国
民
年
金
の
手
続
き
は
便
利
な
電
子
申
請
で

国民
年金

国
民
年
金
保
険
料
が
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
で
納
付
可
能
に

国民
年金2

月
20
日
か
ら
、国
民
年
金
保
険
料
が
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
利
用
し
た
電
子

（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
）決
済
で
納
付
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
詳
し
く
は
日
本
年
金

機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
納
付
書
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い（
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い

な
い
納
付
書
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
）。

　

各
種
決
済
ア
プ
リ
の
使
用
方
法
な
ど
は

ご
利
用
の
決
済
事
業
者
に
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

▼
必
要
な
も
の　

納
付
書
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、決
済
ア
プ
リ

問  

年
金
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0
‐
0
5
‐
1
1
6
5

古
民
家
を
地
域
交
流
施
設
な
ど
に
活
用
す
る
費
用
を
補
助

三
木
城
下
町
地
区
歴
史
的
景
観
形
成
地
区
内
で

７
月
１
日
よ
り
景
観
形
成
基
準
が
適
用
に

補助金 助成金
　

県
が
実
施
し
て
い
る
古
民
家
再
生
促
進

支
援
事
業
が
市
内
の
古
民
家
に
も
適
用
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▼
補
助
内
容　

古
民
家
を
地
域
活
動
の
拠

点
や
宿
泊
体
験
施
設
、店
舗
な
ど
に
再
生

す
る
た
め
の
調
査
費
と
改
修
費
の
一
部

▼
補
助
金
額　
・調
査
費　
上
限
50
万
円

　
・改
修
費　
改
修
費
の
金
額
区
分
に
応
じ

２
５
0
万
円
か
ら
１
，
0
0
0
万
円

▼
注
意
事
項　

補
助
金
の
交
付
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請

（市）
建
築
住
宅
課
建
築
係

　
７
月
１
日
よ
り
、三
木
城
下
町
地
区
歴
史

的
景
観
形
成
地
区
内
に
お
い
て
、景
観
形
成

基
準
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
基
準
に
基
づ
い

て
景
観
に
配
慮
し
、一
定
の
要
件
を
満
た
す

場
合
は
、県
よ
り
工
事
費
な
ど
の
一
部
が
助

成
さ
れ
ま
す
。

▼
内
容　
建
物
の
外
観
部
分
で
歴
史
的
景

観
形
成
に
配
慮
し
、通
常
以
上
の
費
用
負
担

を
し
た
も
の　

▼
助
成
額

３
分
の
１（
助
成
限
度
額

１
５
0
万
円
）

▼
そ
の
他

助
成
申
請
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
、建
物
な
ど
の
新
築
・
増
改
築
や
、外
観

の
変
更
を
行
う
場
合
に
は
届
出
が
必
要

で
す
。

　

ま
た
屋
外
広
告

物
の
地
域
種
別
が

「
第
２
種
禁
止
地

域
」に
変
わ
り
ま

す
。
屋
外
広
告
物

を
掲
出
す
る
場
合

は
許
可
申
請
が
必

要
で
す
。

問  

（市）
都
市
政
策
課

都
市
計
画
係

三木城下町地区歴史的景観形成地区

●●末広橋末広橋

●●三木上の丸駅三木上の丸駅
●●三木駅三木駅

●●市役所市役所

●●中央公民館中央公民館

●
戎神社戎神社

合
併
浄
化
槽
の
設
置
に
補
助
金
を
交
付

下
水
道
に
異
物
を
流
さ
な
い
で

下水道下水道
　
河
川
な
ど
の
水
質
汚
濁
を
防
止
し
、良
好

な
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、し
尿
だ
け

で
な
く
生
活
排
水
も
処
理
で
き
る
合
併
浄

化
槽
を
設
置
し
た
場
合
に
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。
今
年
度
よ
り
建
築
済
み
の
事
業

所
な
ど
も
補
助
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
詳

し
く
は
、問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者　
次
の
要
件
を
満
た
し
、対
象
区
域

内
に
お
い
て
合
併
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方

・申
請
者
本
人
の
専
用
住
宅（
自
己
居
住

用
）

  

・店
舗
な
ど
と
併
用
の
場
合
は
住
宅
と
し

て
使
用
し
て
い
る
床
面
積
が
1
/
2
以
上

▼
対
象
の
浄
化
槽

   ・浄
化
槽
法
に
基
づ
く
設
置
届
の
審
査

ま
た
は
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
確
認

を
受
け
て
設
置
さ
れ
る
浄
化
槽

  

・単
独
浄
化
槽
か
ら
合
併
浄
化
槽
へ
の

切
替
工
事
で
あ
る
こ
と（
既
設
合
併
浄

化
槽
の
更
新・改
築
は
除
く
）

▼
対
象
区
域

  

・公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水

区
域
以
外

  

・公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水

区
域
内
で
７
年
以
上
市
の
整
備
予
定

が
な
い

▼
補
助
金
額　

設
置
工
事
費（
宅
内
配
管

は
除
く
）の
４
割（
上
限
あ
り
）

▼
申
請
方
法　
下
水
道
課
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請

用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

問・申
請（
（市）
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

　
下
水
道
に
異
物
が
混
入
す
る
と
排
水
管

の
つ
ま
り
や
ポ
ン
プ
の
故
障
の
原
因
と
な

り
ま
す
。
下
水
道
に
異
物
を
流
さ
な
い
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。
特
に
次
の
も
の
は
流

さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

問（
（市）
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

●台所
廃油･野菜くず･残飯
●トイレ
紙おむつ･生理用品
●風呂
せっけんの破片･排
水口に溜まった毛髪
●その他
ガム･下着･
タオル・
ティッシュ
ペーパー
など

▲ ホームページ
はこちら

▲ ホーム
ページ
はこちら

×

旧
中
吉
川
小
学
校
の
物
品
を
販
売

物品
販売

　
閉
校
に
よ
り
不
用
に
な
っ
た
物
品
を
販
売

し
ま
す（
要
申
込
）。
詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、市
役
所
4
階
財
政
課
、吉
川
支
所

市
民
生
活
課
、各
市
立
公
民
館
で
実
施
要
領

（
物
品
一
覧
を
含
む
）を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
物
品　
旧
中
吉
川
小
学
校
の
物
品

　
約
5
0
0
点

▼
現
地
内
覧
会
の
申
込
期
限

7
月
11
日
㈫

▼
市
内
向
け
販
売
の
申
込
期
限

7
月
28
日
㈮

問・申
込
（市）
財
政
課
財
産
管
理
係

◀ 市ホーム
　ページは
　こちら

健　
　
康

相　
　
談

教
室・講
座

募
集・採
用

子
育
て

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

施　
　
設

教
室・講
座

催　
　
し

みっきぃナビみっきぃナビ
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